
防災について 
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高齢者施設の利用者は、災害発生時に自力
での身体の安全確保や避難が困難な障害を
持つ場合が多いため、施設の安全対策を実施
し、いざという時に備えて施設環境を整備して
おくことは、高齢者施設の防災対策の中で重
要です。 
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はじめに 



●火災  
想定される火災は、施設内からの発生、近隣からの延焼です。施設内での火事
に対しては、いかに防ぐかという取り組みと、万一発生した時の消火および避難
訓練が必要です。また、火災で施設が全面的に（または一部が）使えなくなった
場合の対応も描いておく必要があります。  
 
●台風・大雨（風水害）  
台風や集中豪雨で土砂崩れが発生し、交通が遮断されたり、敷地の一部が崩
壊する等の被災が想定されます。まれに、それに伴う停電等に見舞われること
もありえます。孤立した際の対応も描いておくことが重要です。  
 
●地震  
大きな地震に見舞われた時は、施設が孤立する恐れがあります。導入路が土
砂崩れ等で遮断され、人、モノの出入りができなくなることが想定されます。さら
に、電気や水道、ガス等が使えなくなることや、被災により施設の建物が使えな
くなることもあり得ます。  
上記のような被災を前提に、対応を検討する必要があります。 
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想定すべき主な災害 



定期的に危険な場所の安全点検をすることで、災害がおきたと
きの事故を防ぐことが出来ます。 
 
●ガラス戸 
ガラス戸には、飛散防止シートを貼るなどして、かけらでケガを
しないようにしておきましょう。 
 
 ●出入口・避難経路 
・出入口や廊下にものを置かずに、避難するルートはすぐに使
えるようにしておきましょう。 
・避難するルートに、ケガのもとになるような危険（床板が腐って
いる、釘が出ている）がないか点検をしましょう。 
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設備面の対策 



●大型機器類 
・机、ロッカー、本棚、くつ箱、テレビなどは壁や床、天井面に転 
 倒防止金具などで固定し、転倒を防ぎましょう。 
・本棚の上など、高いところに物を置かないようにしましょう。 
 
 ●キッチン、火元 
・冷蔵庫、食器保管庫などの大きな電化製品は倒れないように 
 固定しましょう。 
・ガス栓、ガス管が壊れたり老朽化していないか確認しましょう。 
・電気コード、ガスホースなどは足に引っ掛からないように短くま 
 とめましょう。 
・コンセントの周囲にホコリをためないようにしましょう。 
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設備面の対策 



●門、塀の倒壊防止 

屋外へ避難する場合の避難経路に面した、門、塀の倒壊防止
について配慮し、安全性について確認しましょう。 特にコンク
リートブロック構造のものは、基礎部分、亀裂の状態等の点検
を行い、必要な補修を行いましょう。  
 
 ●消火設備 
・消火器は落下、転倒しない場所に置きましょう。 
・職員に消火器の設置場所と使用方法を繰り返し指導しましょう。 
・消火器の使用期限が切れていないか確認しましょう。 
・半年に1回、検査を受けましょう。 
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設備面の対策 



※点検報告制度 
防火対象物の関係者は、消防法に基づき設置された消防用設
備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報
告することが義務付けられています。消防用設備等は、いつい
かなる場合に火災が発生しても確実に機能を発揮するものでな
ければならないので、日頃の維持管理が十分に行われることが
必要です。 
 
具体的な点検設備としましては、  

消火器、自動火災報知設備、非常ベル、誘導灯、 
火災通報装置、スプリンクラーになります。 
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設備面の対策 
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設備面の対策 

点検の種類と点検期間 
 ※消防法施行規則第 31 条の６ 

 

種別 

 

内容 

 

点検の回数 

 

機器点検 

 

外観や機器の機能を確認 

 

６ヶ月に１回 

 

総合点検 
機器を作動させて、総合的な機
能を確認 

 

１年に１回 

点検結果の報告 
※消防法施行規則第 31 条の６第３項１号，２号 

1年に1回 
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スプリンクラー（水道直結型）を含む御見積 スプリンクラー（ポンプユニット）を含む御見積 

※スプリンクラーを
含まない通常の 

機器点検の場合は、 

4万5千円～5万円
が相場となります。 

 

アクロスから業者
紹介可能ですので、
ご検討の際はご相
談頂ければと存じ
ます。 

設備面の対策 
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避難場所・避難経路・ハザードマップの確認 

●立地条件の確認 

施設の周りの環境によって、それぞれ安全な避難場所とそこま
での避難経路は違います。市区町村にあるハザードマップを使
用し、施設周辺の立地条件、予測される災害を把握します。災
害発生後、建物の倒壊など不測の事態に備えて、二重、三重の
避難経路・避難場所を想定しておきましょう。避難経路図は施設
内外で作成しておきます。 

また、避難場所については、利用者の家族等にも連絡しておき
ましょう。 

 

※ハザードマップとは  
土砂災害、洪水、高潮等の自然災害に対して、被害が予想され
る区域及び避難地・避難経路が記載されている地図のこと
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避難場所・避難経路・ハザードマップの確認 

●避難経路の確認 

施設外の避難場所への経路図を作成し、貼り出しておきましょう。
この場合最低でも２つの避難経路を確保しておきましょう。 
なお、定めた避難ルートのほかに、利用可能な道路は全て把握
しておきましょう。 
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避難場所・避難経路・ハザードマップの確認 

●建物内の安全な避難スペース、消火器の位置、災害時に
開放する出口位置、避難経路などについて建物平面図をもと
に記載し、廊下等、誰もが確認できる場所に貼り出しておきま
しょう。 

非常口 
 
避難経路 
 
消火器 
 
火災通報装置 

避難スペース 



避難所での生活に最低限必要なものをいつでも持ち出せるよ
うに、非常用持ち出し袋を準備しておきましょう。大規模な災
害が発生した場合には、行政も即座に施設への救援活動を
実施できない可能性もあります。 
自衛隊員や消防署員は、３日間あれば、どんなに孤立した地
域でも救出に向かうことが出来ると言われています。 
万が一に備え、最低３日分の備蓄をしておくようにしましょう。 
 
この他、７日間の食料等の備蓄を持つように条例で努力義務として
いる地域もあります。 
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災害時の備蓄 

施設内の備蓄は準備していますか？ 
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災害時の備蓄 

３日分の備蓄の目安は？ 

●飲料水と生活用水の備蓄 
施設においては飲料水のみならず、洗濯物やおむつ使用者の清
拭等のために大量の水が必要になります。 
水については、１人当たり１日３リットル、計９リットル 
 

●非常用食料の備蓄 
災害発生時の断水、停電、都市ガス供給停止等に伴い、施設内
での調理が不可能となる事態が想定されます。 
主食については、１人当たり１日３食、計９食 
主食：アルファ米、クラッカー、乾パン、カップ麺、おかゆ、ゼリー等 
    （注）水や食料の選択に当たっては、賞味期限に留意 
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災害時の備蓄 

●衛生用品の備蓄 
断水や停電により、洗濯や入浴ができない、水洗トイレが使用で
きない等、衛生面で様々な問題が発生することが予想されます。 
その他の品目については、物資ごとに必要量を算定 
その他の物資（特に必要性が高いもの） 
毛布やそれに類する保温シート、簡易トイレ、衛生用品（トイレットペーパー等）、 
敷物（ビニールシート等）、携帯ラジオ、懐中電灯、乾電池、救急医療薬品類 

上記を基に・・・ 
施設（樹楽）では最低でも何人分の備蓄が必要でしょうか。 
あくまで、事業所としてですが、 
 

利用者定員数+スタッフ数 が必要になります。
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連絡体制の整備について 
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●緊急連絡は、緊急時対応において、組織及び関係者の迅速な 

  情報共有の点で極めて重要です。 

  そのため、緊急連絡網の作成は緊急時対応において最も重要と 

  なります。  

 

●この緊急連絡においては、情報がどの程度、関係者に共有 

  されているかをモニタリングする機能も持っています。 



連絡体制の整備について 
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●災害時の連絡先及び通信手段の確認 

  災害発生時には、職員間及び外部への連絡が重要となります。 

  特に、高齢者施設については、勤務時間外に災害が発生した場合 

  速やかに職員を招集しなければなりません。 

 

●職員間の連絡や職員の招集が速やかに行えるよう、夜間等 

  職員が少ない時間に対応できる連絡体制を整備してください。 

  

●また、電話、メール等の通常の連絡手段が通じない場合に備えて、 

  災害用伝言ダイヤル（１７１）や携帯電話の「災害用伝言板」の利用 

  など、緊急時の連絡方法を事前に定めておいてください。  



連絡体制の整備について 
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●職員間や関係者との連絡体制の整備 

  災害に備えて、職員間の緊急連絡網や緊急連絡先一覧を作成し 

  各職員が携帯するほか、個人情報の管理に留意し同時に 

  被災しないと考えられる数箇所に保管 してください。  

  また、県や市町村の防災担当課、施設担当課と連絡が取れるよう、 

  関係防災情報一覧表を作成し、関係機関との連絡体制を 

  整備してください。  

 

●なお、速やかに連絡が取れるよう、施設内の分かりやすい場所への 

  掲示を検討してください。 

  【関係機関等の例】  
  消防署、警察署、行政担当課、ライフライン、自治会、給食業者 

  自主防災組織、協力医療機関、協力福祉施設、設備・備品業者等 



連絡体制の整備について 
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●利用者の家族との連絡体制の確立 

  利用者の家族との連絡体制を確立するとともに、利用者の 

  引き取り方法をあらかじめ家族との間で協議し、引き取りに関する 

  情報を台帳として整備してください。 
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災害発生時の対応について 
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避難行動は、数分から数時間後に起こるかもしれない自然災害から 
命を守るための行動です。 
 
施設管理者等は、命を守るという観点から、災害のどのような事象 

が命を脅かす危険性を持つことになるのかを認識し、避難行動をと 

るにあたっては、次に掲げる事項をできる限り 事前に明確にしてお 

くことが必要です。状況に応じた行動手順を定めておきましょう。 

 
● 災害種別毎に、どの場所にどのような脅威があるのか、あらか 

  じめ認識しておくこと 。 

● それぞれの脅威に対して、どのような避難行動をとれば良いか 

  を認識しておくこと。 

● どのタイミングで避難行動をとることが望ましいかを認識してお 

  くこと。 



災害発生時の対応について 
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【風水害】 
  気象情報などで危険の接近を知ることができ、事前の準備ができる災害です。 



災害発生時の対応について 
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避難勧告等が発令された場合には、率先して避難を始めてください。 
その行動が周囲の避難を促し、命を救うことにもなります。 
 
・必ずしもこの順番で発令されるとは限らないのでご注意ください。 
・以下の情報が発令されていなくても、身の危険を感じる場合は避難を開始して 
  ください。 

・いつでも避難ができるよう準備を 
 しましょう。身の危険を感じる人は、 
 避難を開始しましょう。 
・避難に時間を要する人（高齢者） 
 は避難を開始しましょう。 

・避難場所へ避難をしましょう ・まだ避難していない場合は、直ちに 
 その場から避難をしましょう。 
・外出することでかえって命に危険が 
 及ぶような状況では施設内のより 
 安全な場所に避難をしましょう。 



災害発生時の対応について 
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【情報の収集】  
 ● テレビやラジオ、インターネットなどによる大雨や台風に関する 
   気象情報に注意しましょう。 
 ● 警報は急に発表されることも多いため、常時、気象情報に気を 
   つけましょう。 
 
 【施設周辺の点検】 
 ● 施設周辺を定期的に見回り、水かさの増加や土砂災害の前兆 
   現象がないか注意しま しょう。  
 
（土砂災害の前兆現象）  
   ・崖崩れ ・崖からの水が濁る    ・崖の斜面に亀裂が入る  
   ・小石がばらばら落ちてくる      ・崖から異常な音がする 



災害発生時の対応について 
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【施設の休業判断】  
 ● 収集した気象情報や被災の状況に基づき、適切に臨時休業の 
   判断をする。  
 ● サービス開始後に休業を決定した場合の利用者の帰宅方法や 
     家族に対する引受けの要請については、気象状況等を十分考慮 
     し判断する。  
 ● 家族への引渡しは、職員の立会いのもとで行う。 
 
【職員の収集・参集】  
 ● 夜間や休日の職員へは、招集基準に基づき招集する。あわせて、 
    管理者が不在の場合は、 必要な指示を受けるようにする。 
 ● 連絡が取れなかった職員があった場合は、連絡担当者に報告す 
      る。その職員には、連絡担当者が引き続き、連絡を取る。 
 



災害発生時の対応について 
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【避難】  
 ● 市や防災関係機関から避難に関する情報を得たときや施設周 

       辺で少しでも異常現象を見つけたときには避難を決定する。  

 ● 職員が不足している場合、地域の協力を得る。 

 ● 負傷者がでた場合は応急手当を実施し、状態によっては消防 

       へ連絡する。 

 ● ブレーカーの切断など、２次災害発生の防止。  

※避難は相当な時間を要するため、早い段階で避難の判断をする。 

 
【家族への報告】  
 ● 災害用ダイヤルサービスなど、事前に定めた災害時の連絡方法 

      により、家族に利用者と施設の状況を伝える。 



災害発生時の対応について 
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【地震】 
【非常災害時の行動手段】 



災害発生時の対応について 
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【消火活動】  
 ● 火元付近にいる職員は、揺れが収まったらすぐに「火の始末」を 
      するとともに、ガスの元栓を閉める。  
 ● 出火を発見したら、揺れが収まり次第、直ちに消火活動を行い 
      消防に連絡するとともに、 利用者の避難が必要か判断する。 
 
【職員の参集】  
 ● 職員は自身と家族の安全が確保された後、参集基準により、 
     自発的に参集する。 
 ● 夜間に発生した場合、職員が参集するまで夜勤職員の対応とな 
     りますが、落ち着いて的確な初動活動に努める。 



災害発生時の対応について 
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【安否確認と救護活動】  
 ● 直ちに利用者、職員の安否を確認する。  

 ● 負傷者がでた場合は応急手当を実施し、状況によっては消防へ 

     連絡する。 

 
【情報の収集と連絡】  
 ● 施設の破損状況や施設周辺の危険性について確認を行う。  

 ● テレビ、ラジオ、インターネットなどで地震の震源地や規模、余震、 

     周辺の被害状況や交通状況など、必要な情報を収集する。 



災害発生時の対応について 

31 

【施設の休業判断】 
 ● 収集した情報や被災の状況に基づき、適切に臨時休業の判断を 
     する。 
 ● サービス開始後に休業決定をした場合の利用者の帰宅方法や家 
     族に対する引受け要請につ いては、状況を十分考慮し判断する。 
 ● 家族への引渡しは、職員立会いのもとで行う。  
 
【避 難】 
 ● 避難先や避難経路の安全を確認する。  
 ● 避難は、市や消防など防災関係機関から情報や周辺の状況など 
     も含め、総合的に判断する。 
 ● 職員が不足している場合、地域の協力も得て避難する。 
 ● ブレーカーの切断など、２次災害発生の防止措置をとる。  
 ● 余震に十分注意する。  



災害発生時の対応について 
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【家族への報告】  
 ● 災害用伝言ダイヤルサービスなど、事前に定めた災害時の連絡 

     方法により、家族に利用者と施設の状況を伝える。  

 

【職員参集基準例】  
 

参集体制 
 

参集基準 
 

対象職員 
 
 

 警戒参集 
体制 

 
①地域に大雨、暴風，暴風雪、洪水警報が１以上発表され
たとき 

 
②施設所在市町村内で震度５弱の地震が発生したとき 

 
・管理者及び生活相談員
○○は施設に出勤する
こと 

 
 

非常参集 
体制 

 
①地域に相当規模の災害の発生が予測され、その対策を要
するとき 

 
②地域に災害が発生し、その規模及び範囲等から早急な対
策を要するとき 

 
③施設所在市町村内で震度５強以上の地震が発生したとき 
 
④その他、管理者必要と認めるとき 

 
・管理者及び生活相談員
は施設に出勤すること 

 
・その他の職員は、家族
等の安全が確保され次
第出勤すること 



災害発生時の対応について 
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【関係機関との連携】 
 ●災害発生時には、様々な支援が必要となるため、市町村や消防 

    機関等と連携をとり、いざという時に協力が得られる体制を構築 

    しておくことが必要です。職員だけで速やかに避難誘導することは 

    非常に困難を伴う為、利用者の安全で確実な避難につなげるため 

  にも、以下のような取組を進めておく ことが重要です。  

 

・地域の防災訓練への参加 

・近隣のボランティア、自主防災組織、町内会等との災害時協力関係 

 の確立 

・地域が独自に避難計画や消防計画を作っている場合は、計画の中 

 に施設を組み 入れてもらい、避難や消防活動に協力してもらえるよ 

 うにする。 
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● 非常災害対策計画の内容を職員間で十分共有するとともに、関係 
   機関と避難場所や災害時の連絡体制等必要な事項について認識 
   を共有しましょう。 
 

● 避難訓練を実施し、非常災害対策計画の内容を検証し、見直しを 
   行いましょう。その際には、夜間の時間帯にも実施するなど、混乱 
   が想定される状況にも対応できるよう、訓練を実施しましょう。 
 

● 非常災害対策計画の策定に際しては、地域の関係者と連携及び 
   協力することとし、「運営推進会議」等において、地域の関係者と課 
   題や対応策を共有しましょう。 
 

● 特に、近年、「想定外」の大規模な災害が発生することも多いこと 
   から、過去の経験のみに頼ることなく、利用者の安全を確保するた 
   めに必要な対応を最優先に検討し、早め早めの対応を講じましょう。 


